
（財）原子力環境整備促進・資金管理センター 
 

第１４回 最終処分積立金運用委員会 議事録 
 
 
１．日 時   平成１９年６月２１日（木） ９：３０～１１：３０ 
 
２．場 所   東京都港区虎ノ門４－１－１ 
        虎ノ門パストラル 新館５階 マグノリア 
 
３．委員の現在数  ４名 
 
４．出席した委員の数及び氏名 
        委員長 若杉 敬明 
        委 員 神谷 髙保 
        委 員 中村 実 
        委 員 山崎 元 
               以上 ４名 出席 
 
５．議 題 
 Ⅰ．最終処分積立金運用実績                   （報告） 

（平成１８年度実績及び平成１９年６月末時点見込） 
 Ⅱ．最終処分法等の改正の状況及び最終処分積立金への影響について （報告） 
 
６．開 会 

事務局から、本日の最終処分積立金運用委員会は同規則第４条の規定による定足数を

満たしているので、有効に成立している旨の報告があった。 
続いて、井上毅理事長から挨拶を述べた後、委員長は審議に入った。 

 
７．議事の概要 
  事務局から、上記５．の議題について下記の説明を行った。 
 
 Ⅰ．最終処分積立金運用実績（平成１８年度実績及び平成１９年６月末時点見込） 
  平成１８年度運用額は、平成１７年度積立金受入分から原環機構への取戻額を差し引

いた額に、当期の利息収入を加え、６７４億円となった。 
運用内訳は、国債３１９億円（４７％）、政府保証債７２億円（１１％）、地方債１０

６億円（１６％）、事業債１７７億円（２６％）と、ほぼ計画通りの運用を達成できた。 
平成１８年度購入債券の平均利回りは１．８７％で、運用の評価基準となる同時期に

おける長期国債応募者利回りを運用計画に基づく月々の購入予定額で加重平均した利回

り１．８０％を上回った。 
平成１９年度運用額は、平成１８年度積立金受入分から原環機構への取戻額を差し引

いた額に、当期の利息収入を加えた７１０億円を見込む。平成１９年６月末現在、ほぼ

計画通り運用を実施している。 
  ※ 年度運用対象期間は３月から２月まで。 

 
上記Ⅰ．の報告について了承した。 



 
 Ⅱ．最終処分法等の改正の状況及び最終処分積立金への影響について 
  最終処分法等の改正による最終処分積立金への影響及び今後検討が必要な課題等につ

いて、説明を行った。 
 
  上記Ⅱ．の報告について了承した。 
 
８．次回スケジュール 
  平成２０年１月を目途に開催したい。 
 
９．閉 会 
  以上をもって議事全てを終了し、委員長は閉会を宣した。 
 
＜委員会で寄せられた意見＞ 
 
Ⅰ．最終処分積立金運用実績（平成１８年度実績及び平成１９年６月末時点見込） 

 
○ 積立金の運用については、信用リスクも問題なく、適切に運用されているのではないか。 
 
○ 金利が上昇基調に入ったと考えられるため、従来の前倒し債券購入について見直しを検

討してもよいのではないか。 
 
○ 運用の原則から考えると、従来の前倒し債券購入という原則を維持することで問題ない

のではないか。 
 
Ⅱ．最終処分法等の改正の状況及び最終処分積立金への影響について 

 
○ １つの組織で２つの積立金を運用するのであれば、その運用管理体制についてきちんと

整理しておく必要があるのではないか。 
 
○ ２つの積立金を運用するに当たって、裁量余地が生じないようその手順等を明確にして

おくべきではないか。 
 
○ 株でなく債券の運用であるので、内部ルールを明快にしておけば、２つの積立金を運用

するとしても問題は生じないのではないか。 
 
○ 新たな積立金の運用については、具体的なキャッシュフローが明確になる前にでも、検

討を進めておくべきではないか。 
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